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測
量
及
び
表
示
に
関
す
る
登
記
の
専
門
家
で
あ
る
土
地
家
屋
調
査
士
の
制
度
は
、
本
年
七
月
に
誕
生
か
ら
六
〇
年
を
迎
え

た
。
表
示
に
関
す
る
登
記
手
続
は
、
権
利
に
関
す
る
登
記
手
続
の
前
提
と
し
て
、
権
利
の
客
体
を
適
格
に
登
記
簿
上
に
公
示
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
国
民
が
持
つ
権
利
の
明
確
化
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
制
度
で
あ
り
、
こ
れ
に
関
与
す
る
土
地
家
屋

調
査
士
の
業
務
は
極
め
て
公
共
性
の
高
い
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
社
会
秩
序
の
安
定
や
取
引
の
安
全
、
生
活
の
利
便
性

を
一
層
向
上
さ
せ
る
た
め
に
も
、
現
状
に
見
合
っ
た
制
度
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
土
地
家
屋
調
査
士
の
業
務
に

つ
い
て
、
以
下
の
点
を
う
か
が
う
。

一

土
地
家
屋
調
査
士
に
つ
い
て
は
法
人
化
が
認
め
ら
れ
た
も
の
の
、
依
然
と
し
て
一
人
法
人
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
共
同

法
人
と
す
る
こ
と
で
、
業
務
の
継
続
性
が
図
ら
れ
る
、
依
頼
人
の
保
護
に
資
す
る
と
い
う
利
益
が
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
無

限
連
帯
責
任
制
度
な
ど
の
負
担
も
重
く
、
法
人
化
の
妨
げ
に
な
っ
て
い
る
。
平
成
二
〇
年
一
二
月
二
二
日
に
閣
議
決
定
さ
れ

た
「
規
制
改
革
推
進
の
た
め
の
第
三
次
答
申
」
に
お
い
て
、
他
の
士
業
法
人
も
含
め
、
「
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
の
双
方

を
十
分
に
勘
案
し
つ
つ
検
討
を
進
め
、
可
能
な
限
り
早
期
に
結
論
を
得
る
べ
き
で
あ
る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い

る
。

一



�

法
人
化
さ
れ
た
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
、
デ
メ
リ
ッ
ト
を
挙
げ
て
い
た
だ
き
た
い
。

�

�
の
メ
リ
ッ
ト
、
デ
メ
リ
ッ
ト
を
踏
ま
え
て
、
今
後
の
法
人
制
度
と
し
て
ど
の
よ
う
な
制
度
が
望
ま
し
い
と
お
考
え

か
。

二

土
地
家
屋
調
査
士
に
は
、
土
地
の
筆
界
に
関
す
る
民
事
紛
争
解
決
手
続
に
お
い
て
、
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
の
代
理
が
認

め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
法
務
大
臣
の
指
定
す
る
過
程
を
修
了
し
て
考
査
を
受
験
し

た
上
で
法
務
大
臣
に
よ
っ
て
認
定
さ
れ
た
特
定
土
地
家
屋
調
査
士
に
限
ら
れ
て
い
る
。
試
験
制
度
全
体
の
改
革
に
よ
っ
て
、

よ
り
効
率
的
な
代
理
業
務
の
受
任
を
可
能
と
す
る
仕
組
み
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
当
該
認
定
制
度
に
対
す

る
見
解
及
び
、
試
験
制
度
全
体
の
改
革
に
向
け
て
の
見
込
み
を
う
か
が
い
た
い
。

三

去
る
六
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
地
域
主
権
戦
略
大
綱
」
で
は
、
国
の
出
先
機
関
の
原
則
廃
止
、
事
務
・
権
限
の
地
方
自

治
体
へ
の
移
譲
の
推
進
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

�

法
務
局
、
地
方
法
務
局
は
、
こ
こ
に
言
う
「
国
の
出
先
機
関
」
に
含
ま
れ
る
の
か
。

�

�
に
お
い
て
「
国
の
出
先
機
関
」
に
含
ま
れ
る
場
合
、
法
務
局
及
び
地
方
法
務
局
が
行
っ
て
い
る
事
務
は
す
べ
て
地
方

に
移
管
す
る
必
要
が
あ
る
と
お
考
え
か
。

二



�

こ
れ
ら
の
事
務
は
、
地
域
ご
と
に
基
準
が
異
な
れ
ば
混
乱
を
引
き
起
こ
す
も
の
で
あ
り
、
国
が
責
任
を
持
っ
て
一
元
的

に
執
り
行
う
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
れ
ら
を
地
方
に
移
管
し
た
場
合
の
メ
リ
ッ
ト
、
デ
メ
リ
ッ
ト
を
具
体
的
に

お
示
し
い
た
だ
き
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


